
資料４ 

【情報提供】外来機能報告について 

 

 

令和４年度から、外来機能報告制度が始まります。（詳細は別添資料のとおり） 

今後、本会議において協議を行うことが想定されておりますので、情報提供します。 

 

 

〇 目的 

国は、次のような課題を解決するため、地域の医療機関の外来機能の明確化及び連携

を進めることとしている。 

（「かかりつけ医機能を担う医療機関」と「紹介受診重点医療機関」を明確化する） 

 課題 

 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者

にいわゆる大病院志向がある中、一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の

待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。 

 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化と

ともに、外来機能の明確化･連携を進めていく必要がある｡ 

 

このため、 

① 各医療機関が県に対し外来医療の実施状況を報告する。 

② 報告を踏まえ、「地域の協議の場」（当会議を想定）において、外来機能の明確

化・連携に向けて必要な協議を行う。 

こととなる。 

   

【外来機能報告】               

対象医療機関 

 病床機能報告対象病院等で外来医療を提供する医療機関 

 一部の無床診療所（令和４年度については外来機能報告を行うかどうか意

向確認あり） 

スケジュール等 

 令和４年度開始 

 報告期間：10～11月を予定 

 報告内容：重点外来の実施状況（件数）、紹介・逆紹介の状況等 

 病床機能報告と一体的に報告 

 １～３月ごろ、「地域の協議の場」において協議 
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